
 

 

令和 3年 4月 16日 

 

薬局開設者 各位 

 

岩手県薬剤師会事務局 

 

「令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」 

について 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、今般、厚生労働省より都道府県知事宛てに通知されるとともに、厚生労働

省ホームページに保険医療機関・保険薬局等への案内が掲載されましたのでお知らせいたします。 

本補助金は、感染拡大を防ぐための取組を行う保険薬局を対象として、２０万円を上限として補

助されるもので、「令和２年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補

助金事業」と同趣旨にて、今般改めて、令和３年度事業として実施されるものです。 

本補助金による補助の対象経費は、令和３年４月１日から令和３年９月３０日までに要した経費

であり、対象経費の考え方は、令和２年度第二次補正予算による「医療機関・薬局等における感染

拡大防止等支援事業」(上限７０万円)と同じです。 

本補助金は、国の直接補助事業であるため、補助の申請は薬局から直接、厚生労働省に行うこと

となっており、交付要綱、申請書様式、Ｑ＆Ａ等は厚生労働省ホームページに掲載されております。 

申請を希望される薬局におかれましては、厚生労働省ホームページ内の該当ページをご覧いただ

き、ご対応いただきますようご案内申し上げます。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17941.html 

※ 申請期限は令和３年９月３０日(当日消印有効)で、申請は１回のみとなっております。 

※ 令和２年度に「医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業」(上限７０万円)の補助を

受けた薬局であっても本事業の対象となります。 

※ 「令和２年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」(上限２

０万円)の補助を受けた薬局は、補助の対象外となります。 

※ 本事業の申請先・問合せ先は当会でありませんので、ご留意ください。 

 

【事業名】令和３年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止･医療提供体制確保支援補助金 

 

【補助上限額】薬局：２０万円 

【申請書提出先】 

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛

（〒119-0397 銀座郵便局留） 

【提出期限】令和３年９月３０日（当日消印有効） 

【問合せ先】厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター 

０１２０－３３６－９３３ （受付時間は平日９：３０～１８：００） 

以上 


